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《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、腎悪性腫瘍に対して超音波検査（断層撮影法）を施行する

場合にパルスドプラ法加算は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 腎癌の大半は血管の豊富な腫瘍であり診断的価値は大きい。また腎静脈、

下大静脈などへの腫瘍浸潤の診断にも有用である。 

 

○ 留意事項 

 原則として良性腫瘍では有用性は低いが、腎血管筋脂肪腫などの血管の

豊富な腫瘍では、パルスドプラ法が必要である場合がある。 

 


